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第２章 

（２）重点地区の指定 

以下に示す地区を重点地区に指定します。 

 

１）横山重点地区 

横山地区は、錦帯橋や歴史的景観資源、城山及び錦川の豊かな自然が調和した本市を代表する

景勝地となっています。この優れた景観を守り育て、未来へ継承していくために、景観法に基づ

く景観計画の中で重点地区として位置づけ、横山重点地区の景観形成を進めることとします。 

 

横山重点地区の範囲 

横山重点地区の対象範囲については、これまでの岩国市街なみ景観条例（平成 18 年 3 月

20日条例第229号）による景観形成地区を継承するとともに、景観特性と課題を踏まえ、城

山及び錦川の一部を含めた範囲とします。範囲を拡大することで、継続的な景観形成に加え、

錦帯橋の背景として映える城山や錦川沿いの桜並木、竹林を含め横山地区全体として景観誘

導を図ります。 

 

横山重点地区の範囲を右図青線で示すとともに、界について以下のとおりとします。 

 ※次頁図の区間について 

  Ａ区間－横山三丁目と関戸及び岩国五丁目の町丁目界 

  Ｂ区間－名勝指定範囲界 

  Ｃ区間－横山一丁目と川西一丁目の町丁目界 

  Ｄ区間－尾根から関戸側50ｍ以内 

 

 横山重点地区は、景観を構成する土地利用による景観区分から、「歴史散歩地区」、「うる

おい住宅地区」、「山林河川地区」に区分します。 

歴史散歩地区は、錦帯橋から香川家長屋門、吉香公園、紅葉谷公園、吉川史料館、吉香神社

等の重要な景観資源がある地区です。 

 うるおい住宅地区は、歴史的な面影を残した閑静な住宅街の地区です。 

 山林河川地区は、城山と錦川の河川区域からなり、豊かな自然景観をなす地区です。 
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景観計画区域

凡　　例

景観計画重点地区

歴史散歩地区

うるおい住宅地区

山林河川地区

「歴史散歩地区」と「うる
おい住宅地区」の境は、前
面道路から見える範囲まで
とします。 


